
２、内容

目標　：

＜対策＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社員の働き方の実態及び要望についてアンケート調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または社内メール等を利用し社員全員へ周知

　●令和　　５　年　７　月　～　法に基づく諸制度の調査

　●令和　　５　年　８　月　～　各月で自社の就業規則について社内研修　

　●令和　　６　年　１　月　～　諸制度について社内検討委員会での検討開始

　●令和　　８　年　７　月　～　試行実施し、課題を分析・対策実施

　●令和　１０　年　７　月　～　本格導入

社員が仕事や子育て、自身の健康維持を両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を
作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動
計画を策定する。

一般事業主行動計画

社員それぞれの環境に合わせた働き方ができるよう、自社の就業規則の理解を
深め、更に有給休暇の時間単位取得、勤務間インターバル制度、ノー残業デー
等、様々な制度の導入を検討し、期間内の導入に努める。

１、計画期間　　令和　５　年　７　月　１　日　～　令和　１０　年　６　月　３０　日までの５年間

令和　５　年　５　月　２２　日
加茂建設株式会社


